
付章 平城京跡発掘調査要綱

平城京跡の発掘調査は,最近次第にその数を増 し,今後も拡大の

一途をたどることがかんがえられる。はじめは平城宮跡の調査基準

にもとずき調査を進行したのであるが*, 
宮跡の調査基準で処理し

えない事態も生 じ,調査の過程で遂次改訂した部分がある。いうま

で屯なく,原則は平城宮跡発掘調査基準にあ り,以下にその改訂な

り増補を行ったところを列記する。

1 発 掘 地 割

京つまり都城の標示記号は官殿、官衡、城柵に準じてAであらわ

し,住居とか製造所の標示記号を行わない(亀 b ll)。

地区割は原則として現在の地形から復原しうる条坊地割にもとず

くことにする。

余良時代の著名な寺院,東 。西市,朱雀大路,羅城「]等について

は,た とえば東市を 6ATIと よがように特定の遺跡記号をあたえ

る。他の地域については,左 。右京では五条を境に南北にわけ 4大

地区 (F・ G・ H・ I)と し,外京を 1大地区(E)と する。なお,

外京の北限については,平城宮北限の東延長線に遺構が予測しうる

資料が増加しつつあるので,従来の線よりも一坊分北にのばす。京

の南辺に位置する南北幅 4慨」
‐
の京南辺条里および右京の北辺に位置

する南北幅 2町の条里については条坊に準じてあつか うこととし,

それぞれが接する大地FX~に 包括する(ig 37)。
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fig.37 平城京跡発掘地害」図



頂第 I 頂第 Ⅱ 第 Ⅲ・Ⅳ 項

外     国
(中国・朝鮮等)

先 縄 文 時 代

縄 文 時 代

弥 生 時 代

古 墳 時 代

飛 鳥 時 代

奈 良 時 代

平 安 時 代

鎌 倉 時 代

室 町 以 降

AI宮殿・官衡・都城 。城柵 Ｐ

？

Ｒ

P近  畿

墳 墓 Q東 日 本

R西 日 本

一般にはアルフ

ァベット2字の

組合せに よっ

て,固有遺跡名

をあらわすＳ

ｔ

Ｕ

　

Ｖ

S近  畿

製造所 T 東 日 本

U西 日 本

記念物

Ｗ

・
Ｘ

W東 日 本
国君Ltt x西

日 本

Y 交通関係(関,峰火等)

Z そ の 他

付録 平叛京跡発掘調査要綱

Tab.11 遺跡名標示の項目別内容分類表

大地区のなかは, 地形から推測しうる条坊にしたが って一辺 約

540mの中地区に分割する。 中地区をさらに小地区に細分するので

あるが,こ の場合には坊を画する坪の地割にそ うのが望ましい。

以上のような地区割を設定するとき,東南優位の原則によって坊

なり坪の東 。南辺に推定される道路や側濤は,それぞれの中地区,

小地区に包括することにする。

2 測 量 基 準

地形の測量や遺構の実測にあたっては,国土調査法による第 6座

標を基準とする。

3 遺 構 の 名 称

遺跡の名称については,原貝Jと して今回の「左京三条二坊十五坪」

というように,条坊名を復原してよぶことにする。

従来の記号分類では, とくに区別しなかった道路遺構に対して,

Fの記号を与えることにする(Tab.12)。

4 遺 構 の 番 号

平城宮跡や固有の記号をつけた寺院等の遺跡では,それぞれにつ

いて一連の遺構番号をあたえることは従来のとおりである。その他

の地域については,外京 (E)と左京 (F・ H)と で一括し,右京

(G・ I)と朱雀大路 (ASO)と で一括する2系列にわけ,それ

ぞれの地域の遺構に対して一連の遺構番号を付すことにする。

土製品は上器その他で瓦毒を合まず。

Tab.12 遺構・遺物記号表
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